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令和３年９月８日 

小学校 4 年生～6 年生の保護者各位 

中学生の保護者各位 

今治市教育委員会 

 

 

学習用タブレット端末の持ち帰りについて 

 

 

 令和３年度から小中学校の授業に導入しました 1 人 1 台の学習用タブレット端末（ク

ロームブック）ですが、新型コロナウイルス感染拡大にともない、今後は、⾧期休業時及

び臨時休校時における家庭でのオンライン学習にも活用していくことといたしました。 

 つきましては、「学習用タブレット端末 使用上の注意」についてご確認いただき、「ご

家庭におけるインターネット環境に関する調査」にご協力ください。 

 保護者の皆様におかれましては、子どもたちの学びを保障するための「家庭におけるオ

ンライン学習」の趣旨にご賛同いただき「学習用タブレット端末の持ち帰りに係る同意書」

に署名のうえご提出くださいますようお願いします。 

 

〇ご家庭でのオンライン学習開始予定日：９月２４日（金） 

 

〇小中学校における「学習用タブレット端末」を使用した学習事例 

 

文部科学省「学びのイノベーション事業」実証研究報告書より改編 
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